
江
戸
幕
府
前
期
の
「
御
用
」
に
つ
い
て
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藤

井

一山＝ロロ

蕨

ム
ロ、

マ

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
先
年
、
拙
書
『
江
芦
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
臨
に
お
い
て
、
江
戸

時
代
前
期
の
幕
府
関
係
史
料
に
み
ら
れ
る
「
御
用
」
と
い
う
語
に
は
将
軍
の

命
令
の
意
が
あ
る
と
と
も
に
、
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
あ
り
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
い
わ
ゆ
る
「
職
務
定
則
」
や
寛
永

十
二
年
の
訴
訟
の
承
日
と
担
当
者
を
定
め
た
条
々
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
御

用
」
は
後
老
の
意
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
私
の
見
解
に
対
し
、

小
池
進
氏
は
、
「
近
世
前
期
の
史
料
用
語
に
関
す
る
一
考
察
　
　
『
御
用
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
『
訴
訟
翫
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
に
お
い
て
「
『
史
料
を
正
確
に
読
む
た
め
』

に
は
、
史
料
中
の
～
字
一
句
に
も
極
め
て
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
の
あ
る

こ
と
は
言
を
待
た
な
い
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
近
世
前
期
の
史
料
用
語
の
一

つ
で
あ
る
「
御
用
」
と
「
訴
訟
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
私
の
見
解
を
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
。
そ
し
て
「
幕
府
直
轄
軍
団
の
形
成
」
に
お
い
て
も
同
様
の
理
解
を

示
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
小
池
氏
の
批
判
に
は
承
服
し
が
た
く
、
ま
た
小
池
氏
が
支
持
さ

れ
て
い
る
寛
永
十
一
年
の
職
務
定
則
に
お
け
る
「
御
用
」
に
つ
い
て
の
高
木

昭
作
氏
の
見
解
（
将
軍
の
命
令
の
意
）
も
訂
正
す
べ
き
も
の
と
、
か
つ
て
も

今
も
考
え
て
い
る
。
以
下
、
小
池
氏
の
論
証
を
中
心
に
検
討
し
、
改
め
て

「
御
用
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
自
ら
の
見
解
を
提
示
し
た
い
。

　
①
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
刊
。

　
②
　
こ
の
「
職
務
定
則
」
に
つ
い
て
は
拙
著
で
「
老
中
宛
法
度
」
と
す
べ
き
こ
と
を

　
　
述
べ
た
が
（
拙
著
一
八
○
頁
）
、
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
使

　
　
用
さ
れ
て
き
た
「
職
務
定
則
」
の
語
を
原
則
と
し
て
用
い
る
。

　
③
咽
白
山
史
学
』
二
九
、
～
九
九
三
年
。

　
④
咽
新
し
い
近
世
史
ユ
国
家
と
秩
序
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）
所

　
　
収
。



江戸幕府前期の「御罵」について（藤井）

高
木
昭
作
氏
の
見
解

　
小
池
氏
が
拠
っ
て
立
つ
高
木
昭
作
氏
の
見
解
を
ま
ず
紹
介
し
よ
う
。
氏
は
、

箱
日
本
歴
史
大
系
3
　
近
世
臨
の
第
一
編
第
三
鞍
置
三
節
将
軍
権
力
（
1
）

の
〔
大
老
と
老
中
の
成
立
〕
の
な
か
で
、

　
　
寛
永
十
一
年
に
は
、
「
御
年
寄
衆
三
人
ま
で
に
て
は
八
つ
か
え
候
に
付
、

　
　
六
人
の
出
頭
衆
・
御
町
奉
行
衆
」
が
「
事
を
わ
け
執
り
お
こ
な
わ
れ
べ

　
　
き
」
と
し
て
、
前
の
三
人
は
「
禁
中
並
び
に
公
家
・
門
跡
衆
の
事
」
、

　
　
「
国
持
衆
、
総
じ
て
大
名
一
万
石
以
上
御
用
、
並
び
に
訴
訟
の
事
」
、

　
　
「
寺
社
方
の
事
」
、
「
異
国
方
の
事
」
「
諸
国
絵
図
の
事
」
な
ど
を
職
務

　
　
と
し
、
六
人
衆
は
「
御
旗
本
に
相
詰
め
候
万
事
御
用
並
び
に
御
訴
訟
の

　
　
事
」
、
「
京
・
大
坂
・
駿
河
そ
の
外
所
々
の
御
衆
並
び
に
諸
役
人
御
用
の

　
　
事
」
、
「
壱
万
石
以
下
組
は
ず
れ
の
考
御
用
並
び
に
御
訴
訟
の
事
」
を
職

　
　
務
と
す
る
こ
と
が
家
光
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
「
御
用
」
と
い

　
　
う
の
は
、
家
光
か
ら
の
意
思
の
伝
達
（
命
令
）
の
意
味
で
あ
り
、
「
訴

　
　
訟
」
と
い
う
の
は
下
か
ら
の
家
光
に
対
す
る
陳
情
・
お
願
い
（
現
代
で

　
　
い
う
訴
訟
も
そ
の
一
部
で
あ
る
）
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
①

と
述
べ
ら
れ
、
こ
こ
で
の
「
御
用
」
は
「
家
光
か
ら
の
意
思
の
伝
達
（
命

令
）
の
意
味
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
が
概
説

書
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
確
定
の

た
め
の
論
証
は
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
高
木
氏
が
取
上

げ
ら
れ
た
年
寄
衆
の
職
務
を
定
め
た
原
史
料
を
ま
ず
あ
げ
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
　
定

～
禁
中
方
拝
公
家
門
跡
衆
淫
事
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
国
持
衆
惣
大
名
壱
万
石
以
上
御
用
井
訴
訟
之
事
、
（
傍
点
筆
者
、
以
下

同
じ
）

一
同
奉
書
判
形
之
事
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
御
蔵
入
代
官
方
御
用
中
事
、

　
　
　
　
　
　
（
分
）

一
金
銀
納
方
井
大
方
御
遣
方
之
事
、

一
大
造
灘
南
普
請
井
御
作
事
、
堂
塔
御
建
之
事
、

～
知
行
割
之
事
、

一
寺
社
方
之
事
、

一
罪
国
之
事
、

一
諸
国
絵
図
之
事
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

右
条
々
御
用
之
義
拝
御
訴
訟
働
事
、
承
届
雅
致
雷
上
也
、

　
御
朱
印

　
寛
永
十
一
年
戌
三
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
世
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
勝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
大
炊
頭
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
勝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守
と
の
へ
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②

　
こ
の
定
は
、
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
の
三
人
の
年
寄
に
対
し

て
家
光
が
そ
の
扱
う
べ
き
事
柄
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
条
と
第
四
条

に
み
え
る
「
御
用
」
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
そ
の
意
味
内
容
を
積
極
的
に
は
確

定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
箇
条
に
続
く
最
終
行
の
「
御
用
」
は
、
「
御
用
」

に
特
別
な
意
味
内
容
を
付
さ
な
い
限
り
、
「
承
届
可
致
書
上
也
」
と
あ
る
よ

う
に
三
人
の
年
寄
1
1
老
中
が
「
承
り
」
将
軍
に
「
雷
上
す
べ
き
も
の
」
で
あ

り
、
「
家
光
か
ら
の
意
思
の
伝
達
」
の
意
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
①
　
　
魍
日
本
歴
史
大
系
　
3
　
近
世
』
（
山
川
出
版
祉
、
一
九
八
八
年
）
二
四
〇
頁
。

　
②
嘱
三
教
類
典
』
二
之
五
（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
垂
目
輪
＝
　
八
、
史
籍
研
究
会
、

　
　
一
九
八
四
）
。
な
お
、
こ
の
定
に
は
門
御
朱
印
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
黒
印
状

　
　
で
あ
る
（
拙
著
一
七
八
頁
参
照
）
。

二
　
小
三
三
氏
と
の
論
争
の
経
過

　
小
池
氏
と
私
の
あ
い
だ
で
、
「
御
用
」
に
か
ら
ん
だ
議
論
は
、
次
に
あ
げ

る
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
条
の
解
釈
の
違
い
か

ら
始
ま
っ
た
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
物
頭
番
頭
其
藤
井
同
心
御
用
之
儀
、
前
廉
如
被
御
出
御
直
二
頭
々
可

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
申
上
、
其
身
之
訴
訟
之
儀
ハ
、
六
人
導
者
を
以
可
申
上
、
但
御
用
承

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
日
毎
月
三
日
九
日
十
八
B
此
三
ケ
日
二
被
仰
定
之
問
、
右
之
日
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
当
番
之
方
江
参
可
申
、
素
麺
御
用
之
儀
ハ
常
二
も
当
番
之
方
へ
可
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
井
利
勝
）

　
　
　
之
旨
、
諸
番
頭
物
頭
之
面
々
諸
役
人
酔
概
算
白
書
院
、
大
炊
・

　
　
　
（
酒
井
忠
勝
）
（
阿
部
忠
秋
）
（
堀
田
正
盛
）
（
太
田
資
宗
）
（
三
浦
正
次
）
（
隣
部
霊
次
）

　
　
　
讃
岐
　
　
・
豊
後
　
　
・
加
賀
　
　
・
備
中
　
　
・
志
摩
　
　
・
対
馬
・

　
　
　
（
十
山
井
利
隆
）
　
（
酒
井
巾
心
朝
）

　
　
　
遠
江
守
・
備
後
　
　
被
申
渡
詑
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
小
池
氏
は
、
「
若
年
寄
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
こ
の
箇
条
を

引
き
「
こ
こ
で
『
諸
番
頭
・
物
頭
之
面
々
・
諸
役
書
影
に
対
し
て
、
『
其
身

之
訴
訟
之
儀
者
、
六
人
二
者
を
以
二
心
上
』
こ
と
と
、
『
指
当
御
用
之
儀
ハ
、

常
二
も
（
六
人
之
）
当
番
之
方
江
南
申
』
こ
と
を
、
朽
木
植
綱
を
除
い
た

『
六
人
衆
』
と
信
綱
以
外
の
『
年
寄
騙
と
の
列
座
で
申
渡
し
て
お
り
『
六
人

衆
』
が
『
御
旗
本
・
諸
奉
公
人
御
用
井
訴
訟
』
を
司
る
役
“
直
臣
団
統
制
機

関
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
物
頭
番
頭

其
組
舛
同
心
御
用
之
儀
、
前
廉
如
被
仰
出
御
直
二
頭
々
可
申
上
」
の
部
分
に

つ
い
て
の
解
釈
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
「
御
直

二
頭
々
可
申
上
」
の
部
分
を
「
回
盲
三
頭
二
可
申
上
」
と
読
ん
で
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
江
戸
幕
府
老
中
制
の
形
成
（
3
）
」
に
お
い
て
、

当
該
部
分
の
写
真
を
あ
げ
て
「
向
々
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
示
し
、
そ
の
う

え
で
、

　
　
番
頭
・
物
頭
に
よ
る
番
士
の
御
用
・
訴
訟
の
取
扱
い
と
将
軍
へ
の
直
接

　
　
の
言
上
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
小
池
氏
の
罵
六
下
衆
』
が
『
御

　
　
旗
本
・
諸
奉
公
人
御
用
井
訴
訟
聴
を
司
る
役
1
1
直
臣
団
統
制
機
関
で
あ

　
　
る
」
と
す
る
主
張
は
、
そ
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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江戸幕府前期の「御用」について（藤井）

と
批
判
し
た
。

　
こ
の
私
の
批
判
に
対
し
、
小
池
氏
は
「
将
軍
『
代
替
』
に
お
け
る
江
戸
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

府
軍
隊
の
再
編
に
つ
い
て
」
で
、
そ
の
読
み
を
「
幽
々
」
と
さ
れ
る
こ
と
に

同
意
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
、
『
日
本
歴
史
体
系
瓢
3
で
示
さ
れ

た
高
木
氏
の
辮
釈
を
根
拠
に
罵
御
用
撫
と
は
将
軍
か
ら
の
命
令
の
こ
と
で

あ
り
、
『
訴
訟
』
と
は
下
か
ら
将
軍
に
対
す
る
陳
情
・
願
い
の
意
味
で
、
同

義
で
は
な
く
全
く
逆
の
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
当
該
部
分
の
解
釈
を
、

「
物
頭
や
番
頭
が
抱
え
る
番
士
・
同
心
へ
の
讐
御
用
』
は
従
前
定
め
た
よ
う

に
直
接
物
頭
・
番
頭
が
番
士
に
伝
達
せ
よ
。
物
頭
・
番
頭
自
身
の
『
訴
訟
騙

は
、
六
人
衆
を
通
し
て
言
上
せ
よ
」
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
拙
著
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
漏
に

お
い
て
、

　
　
小
池
氏
は
、
「
頭
々
可
申
上
」
の
「
可
申
上
」
を
「
伝
達
せ
よ
」
と
解

　
　
し
、
「
六
人
導
者
を
以
可
申
上
」
の
「
後
腰
上
」
を
「
書
上
せ
よ
」
と

　
　
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
「
可
申
上
」
を
「
伝
達
せ
よ
」
と
す
る
こ
と
自

　
　
体
に
無
理
が
あ
る
と
と
も
に
、
同
一
の
文
脈
に
あ
る
後
者
の
「
可
申

　
　
上
」
の
意
を
前
段
と
別
と
さ
れ
る
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ

　
　
ら
に
、
小
池
氏
の
解
釈
の
根
拠
と
な
っ
た
「
御
用
」
と
い
う
爾
語
に
つ

　
　
い
て
で
あ
る
が
、
当
時
の
「
御
用
」
に
将
軍
の
命
令
の
意
が
あ
る
こ
と

　
　
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
「
御
用
」
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
た
と
え
ば
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
十
一
年
三
月
二
十
九
日
の
条
に

　
　
「
御
用
之
儀
被
尋
悉
曇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ

　
　
「
御
用
」
の
意
も
あ
り
、
寛
永
十
一
年
三
月
の
老
中
宛
法
度
の
「
右

　
　
条
々
御
用
之
義
井
訴
訟
之
事
、
承
届
可
致
書
上
也
」
と
い
う
部
分
も
、

　
　
寛
永
十
二
年
条
々
の
「
国
持
井
大
名
御
用
訴
訟
之
事
、
嵩
置
三
日
・
九

　
　
日
・
十
八
日
之
事
」
に
「
終
日
」
と
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意

　
　
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
再
度
、
小
池
氏
の
解
釈
を
批
判
し
、
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
』
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
こ
う
し
た
な
か
一
九
九
二
年
、
田
中
誠
二
氏
は
、
論
文
「
藩
か
ら
み
た
近

　
　
　
　
　
　
　
⑤

世
初
期
の
幕
藩
関
係
」
に
お
い
て
、
後
掲
の
史
料
C
を
引
き
、
い
わ
ゆ
る

「
老
中
職
務
定
則
」
の
第
二
条
に
あ
る
「
御
用
」
は
「
大
名
か
ら
将
軍
へ
の

『
御
用
』
を
指
し
て
お
り
、
将
軍
か
ら
大
名
へ
の
『
御
用
㎏
を
指
し
て
い
る

の
で
は
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
、
山
本
博
文
氏
が
著
書
『
幕
藩
制
の
成

　
　
　
　
　
　
⑥

立
と
近
世
の
国
制
』
で
「
御
用
」
を
「
諸
大
名
に
対
す
る
家
光
の
御
用
」
と

さ
れ
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
、
拙
著
で
の
解
釈
を
「
共
有
す
る
」
と
さ
れ
た
。

＠＠＠o

『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
九
史
学
科
篇
一
一
、

『
人
文
学
報
』
六
三
、
　
～
九
八
八
年
。

『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
五
、
　
　
九
八
九
年
。

拙
著
二
二
六
・
二
二
七
頁
。

一
九
八
六
年
。
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⑤
門
日
本
史
研
究
舗
三
五
六
、
一
九
九
二
年
。

⑥
校
倉
書
樗
、
～
九
九
〇
年
、
九
七
頁
。

三
　
小
池
氏
の
反
論
と
そ
の
検
討

　
私
の
批
判
と
田
中
氏
の
解
釈
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
冒
頭

に
あ
げ
た
「
近
世
前
期
の
史
料
用
語
に
関
す
る
一
考
察
」
で
あ
る
。
こ
の
論

文
で
小
池
氏
は
、
「
御
用
」
と
「
訴
訟
」
の
二
つ
の
用
語
を
取
上
げ
ら
れ
、

　
　
こ
の
語
自
体
が
明
確
に
解
釈
さ
れ
た
の
は
意
外
に
新
し
く
、
高
木
昭
作

　
　
氏
が
『
日
本
歴
史
大
系
臨
（
一
九
八
八
年
）
の
な
か
で
、
「
こ
こ
で
『
御

　
　
用
』
と
い
う
の
は
、
家
光
か
ら
の
意
思
の
伝
達
（
命
令
）
の
意
味
で
あ

　
　
り
、
蝿
訴
訟
臨
と
い
う
の
は
下
か
ら
の
家
光
に
対
す
る
陳
情
・
お
願
い

　
　
（
現
代
で
い
う
訴
訟
も
そ
の
～
部
で
あ
る
）
の
意
味
で
あ
る
」
と
さ
れ

　
　
た
の
が
初
め
で
あ
る
。
山
本
博
文
氏
も
こ
の
理
解
の
う
え
に
た
っ
て
、

　
　
家
光
期
の
老
中
制
を
家
光
の
「
御
用
」
や
家
光
へ
の
「
訴
訟
」
を
取
り

　
　
次
ぐ
合
議
機
関
と
さ
れ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
か
か
る
理
解
に
対
し
て
、
藤
井
譲
治
氏
は
家
光
の
「
御
用

　
　
日
」
制
の
析
出
の
な
か
か
ら
、
大
筋
で
は
高
木
氏
の
見
解
を
認
め
な
が

　
　
ら
も
、
「
『
御
用
』
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
（
中
略
）
将
軍
が
聞

　
　
く
が
わ
に
立
つ
噌
御
用
臨
の
意
も
あ
り
」
と
し
て
、
「
御
用
」
が
将
軍

　
　
か
ら
の
意
思
の
下
達
だ
け
で
な
く
、
諸
大
名
や
旗
本
な
ど
か
ら
将
軍
に

　
　
上
申
さ
れ
る
「
御
用
」
も
あ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ

　
　
ら
に
田
中
誠
二
氏
は
、
藤
井
氏
の
解
釈
を
発
展
さ
せ
、
後
述
の
「
職
務

　
　
定
則
」
や
寛
永
十
二
年
「
条
々
」
に
関
す
る
毛
利
家
江
戸
留
守
居
史
料

　
　
を
根
拠
に
、
藩
側
か
ら
見
た
場
合
コ
一
つ
の
申
渡
し
に
い
う
『
御
用
』

　
　
は
、
大
名
か
ら
将
軍
へ
の
『
御
用
』
を
指
し
て
お
り
、
将
軍
か
ら
大
名

　
　
へ
の
『
御
用
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
、
高
木
氏
と
は
全
く

　
　
反
対
の
解
釈
を
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
「
御
用
」
と
い
う
薦
骨
の
解
釈
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
い
く
人
か
の
見

解
を
整
理
さ
れ
、
続
い
て
「
訴
訟
」
と
「
御
用
」
の
意
味
を
実
証
的
に
確
定

す
る
作
業
を
さ
れ
て
い
る
。

　
小
池
氏
の
「
実
証
」
部
分
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
る
ま
え
に
、
氏
が
「
藤

井
譲
治
氏
は
（
中
略
）
大
筋
で
は
高
木
氏
の
見
解
を
認
め
な
が
ら
も
」
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
「
当
時
の
『
御
用
駈
に
将
軍
の
命
令
の
意
が
あ
る

こ
と
に
異
論
は
な
い
」
と
前
著
で
書
い
た
が
、
寛
永
十
一
年
の
「
職
務
定

則
」
や
寛
永
十
二
年
の
「
条
々
」
の
「
御
用
」
に
つ
い
て
の
高
木
氏
の
解
釈

に
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
同
意
し
て
は
い
な
い
。
先
に
引
用
し
た
部
分
で
は
、

余
り
に
娩
曲
的
で
あ
り
す
ぎ
た
の
か
、
文
章
が
ま
ず
か
っ
た
の
か
、
真
意
が

伝
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
の
解
釈
は
、
寛
永
十
一
年
の
「
職
務

定
則
」
や
寛
永
十
二
年
の
「
条
々
」
の
「
御
用
」
は
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に

立
つ
『
御
用
ヒ
の
意
で
あ
り
、
「
家
光
の
意
思
の
伝
達
（
命
令
）
」
の
意
で
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江芦幕府前期の「御用」について（藤井）

な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
田
中
誠
二
氏
の
見
解
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
。
誤
解
が
な
い
た
め
に
付
言
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期

の
「
御
用
」
に
「
将
軍
の
命
令
」
の
意
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
の

立
場
は
、
こ
の
時
期
の
「
御
用
」
に
は
文
脈
・
用
法
に
よ
っ
て
多
様
な
意
味

が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
小
池
氏
の
論
証
の
検
討
に
移
ろ
う
。
氏
は
、
「
訴
訟
」
、
「
御
用
」
、
「
聞
く

が
わ
に
立
つ
『
御
用
琶
の
三
つ
の
節
を
立
て
ら
れ
議
論
を
展
開
し
て
お
ら

れ
る
。
「
訴
訟
」
に
つ
い
て
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
諸
事
例
に
私
は
特
に
異
論
は

な
く
、
私
も
基
本
的
に
下
か
ら
上
へ
の
「
願
い
」
と
理
解
し
て
い
る
。

　
「
御
用
」
に
つ
い
て
は
、
小
池
氏
は
七
つ
の
史
料
を
あ
げ
ら
れ
検
討
を
加

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
「
江
芦
幕
府
日
記
」
寛
永
十
二
年
十
月
六
日

条
の
「
御
用
有
之
而
被
為
藩
候
時
者
、
可
頓
田
上
之
旨
上
意
也
」
、
同
日
記

寛
永
十
二
年
十
　
月
十
七
日
条
の
「
御
前
へ
耳
輪
召
、
御
用
等
被
仰
付
詑
」
、

寛
永
十
八
年
五
月
五
目
付
で
細
川
光
尚
に
宛
て
ら
れ
た
老
中
奉
書
で
の
「
御

用
之
儀
滋
藤
」
、
こ
れ
に
関
連
し
た
細
川
光
尚
の
書
状
中
の
「
御
用
御
座
候

間
」
の
「
御
用
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
脈
か
ら
も
将
軍
家
光
か
ら
の
「
御

用
」
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
残
る
三
つ
の
史
料
で
あ
る
。
最
初
の

史
料
は
、
土
佐
山
内
氏
の
江
芦
詰
家
臣
で
あ
る
柴
田
覚
右
衛
門
か
ら
国
許
の

畑
鼠
又
右
衛
門
に
宛
て
ら
れ
た
寛
永
十
一
年
十
二
月
十
二
日
付
の
書
状
の
一

①部
で
、
寛
永
十
一
年
閏
七
月
の
江
戸
城
西
丸
炎
上
の
責
め
を
受
け
た
老
中
酒

井
患
世
の
同
族
で
か
つ
老
中
で
も
あ
っ
た
酒
井
忠
勝
の
動
向
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。

史
料
A

　
　
　
　
（
忠
勝
）
②

　
　
一
酒
井
讃
岐
殿
去
六
日
二
重
下
着
に
て
御
座
候
、
（
中
略
）
讃
岐
殿
御

　
　
　
内
衆
申
候
ハ
、
此
跡
と
ち
か
ひ
申
候
間
、
万
事
御
公
儀
之
様
子
御
か

　
　
　
ま
ひ
不
被
成
筈
二
御
座
候
間
、
何
之
御
用
も
取
次
申
事
廊
廟
成
候
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
家
光
）

　
　
　
内
々
左
様
二
相
心
得
候
へ
と
、
御
留
守
居
共
二
申
聞
候
、
併
従
上
様

　
　
　
古
御
同
前
二
葉
用
讃
仰
付
候
ハ
・
、
様
子
二
御
し
た
か
ひ
可
被
成
候

　
　
　
　
　
　
（
酒
井
忠
勝
内
衆
）

　
　
　
条
、
追
而
深
栖
九
郎
右
衛
門
な
ど
こ
内
談
仕
可
塑
上
候
、
（
傍
注
藤
井
）

　
小
池
氏
は
、
こ
の
史
料
中
に
あ
る
二
つ
の
「
御
用
」
に
つ
い
て
検
討
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
い
ま
注
目
す
べ
き
は
「
何
之
御
用
も
取
次
申
事
不
罷
成
幽
間
」
の
部
分

　
　
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
取
次
」
を
田
半
信
二
上
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
「
下
か
ら
上
へ
の
仲
介
の
意
を
色
濃
く
も
っ
た
語
」
と
文
字
通
り
解
釈

　
　
す
れ
ば
、
覇
珂
之
御
用
』
も
（
忠
勝
か
ら
家
光
に
）
『
取
次
篇
ぐ
こ
と

　
　
が
で
き
な
い
の
で
」
と
な
り
、
「
御
用
」
は
家
光
か
ら
の
「
御
用
」
で

　
　
は
な
く
、
諸
大
名
か
ら
の
「
御
用
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
史
料
後
半
部
分
に
は
「
適
従
上
様
古
御
町
前
歴
御
用
被
仰
付
候
ハ
・
」

　
　
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
御
用
」
は
明
ら
か
に
「
上
様
」
（
家
光
）
か
ら

　
　
「
仰
付
」
け
ら
れ
る
「
御
用
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
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同
一
書
状
の
な
か
に
、
～
つ
の
語
が
正
反
対
の
意
味
（
方
向
性
）
を
も

　
　
つ
た
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
い
ま
ど
の
よ

　
　
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
そ
の
結
論
を
急
ぐ
こ
と

　
　
は
せ
ず
、
も
う
少
し
同
じ
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
氏
の
主
張
を
、
「
諸
大
名
や
旗
本
か
ら
す
れ
ば
、
将
軍
の
『
御
用
臨
（
命

令
）
を
実
行
し
、
報
告
を
求
め
ら
れ
れ
ば
回
答
す
る
こ
と
も
『
御
用
』
な
の

で
あ
る
」
と
い
う
後
段
で
の
氏
の
理
解
を
踏
ま
え
て
整
理
す
れ
ば
、
同
一
書

状
に
あ
る
同
じ
用
語
（
こ
こ
で
は
「
御
用
」
）
は
同
じ
意
味
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
「
御
用
」
は
家
光
か
ら
の
「
御
用
」
で
あ
り
、
前
者
の
「
御
用
」
は

将
軍
の
命
令
へ
の
回
答
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
田
中
氏
の
い
う
よ
う
な
大
名
か
ら
の
「
御
用
」
も
そ
う
理
解
す
る
こ

と
で
矛
盾
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
氏
は
、
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
「
讃
岐
殿
御
内
具
申
候
ハ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
深
尾
）

の
前
の
部
分
を
中
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
「
然
者
因
幡
殿
御
扶
持
方

之
儀
讃
岐
殿
へ
可
申
上
之
由
奉
得
其
意
候
」
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
含
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
勝
）

こ
の
史
料
の
前
段
を
解
釈
す
れ
ば
、
「
酒
井
讃
岐
殿
が
十
二
月
六
臼
に
国
元

よ
り
江
芦
に
お
着
き
に
な
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
深
尾
因
幡
殿
の
扶
持
方
の
こ

と
で
讃
岐
殿
に
申
上
げ
る
件
承
知
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
讃
岐
殿
の
内
衆
が

申
す
に
は
、
こ
れ
以
前
と
は
違
い
、
『
万
事
御
公
儀
之
様
子
』
に
（
忠
勝
は
）

お
構
い
な
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
の
で
、
何
の
御
用
も
取
次
ぐ
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
内
々
そ
の
よ
う
に
心
得
る
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
「
何
心
御
用
も
取
次
申
事
不
罷
成
魚
間
」
と
い
う
酒
井
忠
勝
の

下
衆
の
返
答
は
、
由
内
学
家
臣
深
尾
因
幡
の
扶
持
方
に
つ
い
て
の
山
内
氏
の

願
い
に
対
す
る
応
対
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
御
用
」
に
は
「
将
軍
の
命
令
に

対
す
る
回
答
」
の
要
素
は
な
く
、
む
し
ろ
大
名
よ
り
の
「
訴
訟
」
の
意
が
含

ま
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
氏
が
こ
の
史
料
の
理
解
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
と

思
わ
れ
る
部
分
を
省
い
て
議
論
を
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
如
何
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
後
者
の
「
御
用
」
を
家
光
が
「
仰
付
」
け
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
異
論

は
な
い
。
た
だ
、
「
仰
付
」
ら
れ
た
内
容
は
特
定
の
用
件
で
は
な
く
、
年
寄

と
し
て
扱
う
べ
き
様
々
な
「
御
用
」
の
意
と
解
釈
す
る
。

　
二
つ
目
の
史
料
は
、
江
戸
の
細
川
忠
利
に
宛
て
た
父
忠
興
の
寛
永
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

四
月
十
二
日
付
の
返
書
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
職
務
定
則
」
と
老

中
の
十
五
日
当
番
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

史
料
B

　
　
｝
御
年
寄
衆
御
三
人
迄
に
て
師
事
つ
か
え
候
野
付
、
六
人
之
若
御
出
頭

　
　
　
衆
・
御
町
奉
行
衆
事
を
わ
け
楽
聖
執
行
由
被
仰
出
、
御
　
ツ
書
写
給

　
　
　
候
、
総
状
之
お
く
二
号
書
候
年
寄
衆
御
用
被
仰
付
型
番
之
次
第
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
酒
井
忠
世
）
（
土
井
利
勝
）

　
　
　
月
朔
日
冷
十
五
日
ツ
・
、
雅
楽
殿
・
大
炊
殿
・
讃
岐
殿
と
次
第
二
廻

　
　
　
候
由
、
得
糞
意
庶
事
、
（
傍
注
藤
井
）
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氏
は
、
こ
の
史
料
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
史
料
の
「
年
寄
衆
御
用
被
仰
付
御
館
之
次
第
」
の
部
分
は
、
素
直

　
　
に
読
め
ば
「
年
寄
衆
が
（
家
光
か
ら
）
『
御
用
』
を
『
仰
付
』
け
ら
れ

　
　
る
御
汚
の
次
第
」
と
な
る
。
あ
る
い
は
「
『
年
寄
衆
』
が
（
諸
大
名
に
）

　
　
『
御
用
』
を
『
仰
付
』
け
ら
れ
る
御
溝
の
次
第
」
（
こ
の
場
合
「
被
仰

　
　
付
」
の
「
被
」
は
年
寄
衆
に
対
す
る
敬
語
と
な
ろ
う
）
と
読
め
な
い
こ

　
　
と
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
「
御
用
」
の
主
体
は
家
光
で
あ

　
　
り
、
家
光
か
ら
の
「
御
用
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
「
年
寄
衆
御
用
被
仰
付
御
酌
之
次
第
」
に
つ
い
て
氏
は
二
つ
の
解

釈
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
で
は
将
軍
が
年
寄
に
「
御
用
」
を
仰
付
け
る

と
解
さ
れ
、
後
者
で
は
老
中
が
大
名
に
「
御
用
」
を
仰
付
け
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
氏
は
「
い
ず
れ
に
し
て
も
」
と
欝
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解

釈
が
成
り
立
つ
の
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
老
中
の
十
五
日
当
番
制
は
、
翌
寛
永
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

十
～
月
に
月
番
制
へ
改
変
さ
れ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
「
江
戸
幕
府
日
記
」

寛
永
十
二
年
十
一
月
十
八
日
置
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
於
土
井
大
炊
頭
宅
、
今
日
御
用
井
訴
訟
之
高
承
始
、
依
之
在
宿
云
々
、

　
改
め
て
解
釈
す
る
必
要
も
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
議
論
に
出
来
る
だ
け

病
期
を
き
た
さ
な
い
た
め
に
そ
の
解
釈
を
示
せ
ば
、
「
土
井
利
勝
の
屋
敷
に

お
い
て
、
今
日
『
御
用
井
訴
状
之
儀
』
の
承
り
始
め
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

土
井
利
勝
は
在
宿
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
か
ら
、

当
番
の
土
井
利
勝
が
「
御
用
拝
訴
訟
」
を
「
承
」
る
の
は
自
ら
の
屋
敷
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
氏
の
前
者
の
解
釈
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
家

光
が
老
中
で
あ
る
土
井
利
勝
の
屋
敷
に
出
向
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
御
用
」

を
命
じ
る
た
め
に
家
光
が
土
井
利
勝
の
屋
敷
に
出
向
く
な
ど
考
え
が
た
く
、

ま
た
「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
も
ぞ
う
し
た
記
事
は
見
出
し
え
な
い
。
と
す
れ

ば
、
小
池
氏
の
前
著
の
解
釈
、
将
軍
か
ら
年
寄
が
「
御
用
」
を
仰
せ
付
け
ら

れ
る
と
す
る
解
釈
は
成
立
し
な
い
。

　
氏
の
「
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
」
と
否
定
的
に
示
さ
れ
た
後
者
の
解
釈

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
引
用
さ
れ
た
史
料
は
忠
興
の
忠
利
へ
の
返
書
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
寛
永
十
一
年
三
月
五
日
付
の
忠
利
の
書
状
が
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
て
い
る
。
忠
興
の
返
書
の
「
状
之
お
く
二
七
書
候
年
寄
衆
御
用
被
角
付

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

御
番
之
次
第
、
三
月
朔
日
冷
十
五
目
ツ
・
、
雅
楽
殿
・
大
炊
殿
・
讃
岐
殿
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

次
第
取
廻
候
由
」
の
部
分
は
忠
利
の
書
状
の
追
而
書
「
追
爺
、
三
人
之
御
年

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

寄
衆
御
用
之
御
田
十
五
日
替
に
て
御
さ
候
、
三
月
一
日
6
十
五
日
迄
雅
楽
殿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

三
月
十
六
日
6
晦
日
迄
大
炊
殿
、
四
月
一
日
目
十
五
日
迄
讃
岐
殿
、
か
様
ニ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

添
番
に
て
御
用
被
調
候
」
に
対
応
す
る
。
忠
利
の
書
状
に
は
小
池
氏
が
問
題

と
さ
れ
る
「
被
仰
付
」
の
文
字
は
な
く
、
そ
の
箇
所
に
相
当
す
る
の
は
「
か

様
二
御
番
に
て
御
用
被
調
候
」
の
部
分
で
あ
り
、
老
中
が
「
御
用
多
調
」
こ

と
を
忠
興
は
「
御
用
被
仰
付
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
「
年
寄
衆
御
用
被
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仰
付
御
選
之
次
第
」
は
老
中
が
「
御
用
」
を
調
え
る
た
め
の
番
の
次
第
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
老
中
が
大
名
に
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
と
す
る
氏

の
後
者
の
解
釈
は
十
分
と
は
い
い
が
た
い
。
さ
ら
に
、
同
じ
忠
利
の
書
状
の

本
文
に
は
、

　
　
一
袋
元
何
も
か
も
年
寄
衆
迄
継
て
ハ
事
つ
か
へ
候
、
其
上
何
事
も
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
無
相
談
而
者
成
不
申
継
故
、
は
か
不
参
二
付
、
御
用
軍
事
を
わ
け
ら

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
れ
、
御
法
度
書
三
ツ
出
申
候
、
写
を
進
上
申
候
、
’
年
寄
衆
へ
物
を
申

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
候
事
、
入
を
頼
候
而
不
申
、
直
二
撃
壌
へ
、
ま
た
少
々
事
ハ
使
こ
て

　
　
　
申
候
へ
と
の
様
二
豆
餅
、
左
党
ヘ
ハ
、
わ
き
わ
き
の
担
い
せ
い
被
仕

　
　
　
候
事
成
間
敷
か
と
存
候
事
、

と
あ
る
。
こ
こ
で
忠
利
が
「
御
用
之
事
を
わ
け
ら
れ
」
と
し
た
う
え
で
、

「
年
寄
衆
へ
物
を
藩
候
事
」
は
「
人
を
頼
候
而
賞
勲
」
「
直
二
申
候
へ
」
と

記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
当
番
網
は
「
年
寄
衆
」
1
1
老
中
へ
大
名
が
「
直
二

申
」
す
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
御
用
」
の
ベ
ク
ト
ル
は
明
ら

か
に
大
名
か
ら
老
中
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
「
将
軍
の
命
令
を
伝
達
」

す
る
た
め
の
当
番
制
で
は
な
い
。
氏
が
分
析
に
あ
た
っ
て
患
興
の
返
書
の
前

提
と
な
っ
た
忠
利
の
書
状
の
内
容
を
何
ゆ
え
に
比
較
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
、
疑
問
が
残
る
。

　
三
つ
め
の
史
料
は
、
寛
永
十
二
年
の
「
職
務
定
則
」
が
出
さ
れ
た
翌
日
に

そ
の
内
容
が
諸
大
名
に
申
渡
さ
れ
た
と
き
の
早
事
江
戸
留
守
居
福
間
彦
右
衛

門
の
記
録
で
あ
り
、
田
中
氏
が
「
大
名
か
ら
将
軍
へ
の
『
御
用
』
を
指
し
て

お
り
、
将
軍
か
ら
大
名
へ
の
『
御
用
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

張
さ
れ
る
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。

史
料
C

　
　
諸
大
名
衆
意
二
上
御
用
之
儀
御
座
候
ハ
・
、
御
年
寄
衆
御
三
人
二
番
二

　
　
被
成
御
定
候
条
、
月
々
蔑
如
当
り
前
之
衆
御
一
人
計
江
可
被
御
上
候
、

　
　
但
御
直
談
候
隔
て
聖
上
御
用
二
候
ハ
・
、
御
自
身
可
被
成
御
出
候
、

　
　
少
々
之
儀
二
広
町
・
、
常
々
御
使
被
仰
立
者
を
以
可
被
仰
上
之
旨
候
、

　
　
何
事
二
灘
南
茂
、
御
三
人
之
外
之
衆
を
以
ハ
、
一
切
被
仰
上
間
敷
之
通
、

　
　
堅
被
仰
出
候
事
、

　
こ
の
史
料
に
つ
い
て
氏
は
、

　
　
た
し
か
に
冒
頭
部
分
は
「
『
諸
大
名
衆
』
か
ら
（
家
光
に
）
『
番
上
臨
ら

　
　
れ
る
『
御
用
』
」
と
し
か
読
め
な
い
。
他
の
箇
所
で
も
全
て
「
仰
上
」

　
　
げ
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
御
用
」
の
主
体
は
大
名
以

　
　
外
考
え
ら
れ
ず
、
「
大
名
か
ら
将
軍
へ
の
槻
御
用
』
」
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
ろ
う
。

と
さ
れ
、
ひ
と
ま
ず
田
中
氏
の
理
解
に
同
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
は

史
料
B
・
C
の
解
釈
に
も
と
ず
き
、
＝
つ
の
事
実
が
そ
れ
を
伝
え
る
大
名

（
や
家
臣
）
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
細
川
氏
と
毛
利
氏
で
は
、
全
く
正
反

対
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
、
「
何
故
こ
の
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よ
う
な
異
な
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
。

　
氏
は
、
こ
こ
で
「
大
名
か
ら
将
軍
へ
の
『
御
用
ヒ
の
存
在
を
認
め
ら
れ

た
た
め
、
そ
れ
と
「
『
御
用
』
は
『
将
軍
の
命
令
』
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
と

が
両
立
す
る
道
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
糸
口
を
私
が

提
起
し
た
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
の
意
」
に
も
と
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
私
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
結
論
は
、

「
大
名
か
ら
将
軍
へ
の
『
御
用
』
」
の
「
御
用
」
は
「
家
光
か
ら
の
命
令
に

対
す
る
回
答
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
論
証
を
検
討
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

＠＠＠＠　CD　O

「
土
佐
山
田
家
文
書
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
）
。

傍
注
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
岡
じ
。

『
大
日
本
近
世
史
料
　
細
川
家
史
料
』
五
i
一
一
七
七
号
。

こ
の
改
変
に
つ
い
て
は
拙
著
二
　
二
頁
以
下
を
参
照
。

『
大
日
本
近
世
史
料
　
細
川
家
史
料
』
　
～
　
1
七
一
二
号
。

「
有
故
雑
文
」
（
山
口
県
文
書
館
咽
毛
利
家
文
庫
』
叢
書
三
九
）
。

　
　
　
　
　
　
四
　
「
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
の
検
討

　
小
池
氏
は
、
「
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
臨
」
と
い
う
節
で
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
。

　
　
藤
井
氏
が
上
述
の
よ
う
に
解
釈
す
る
根
拠
は
、
た
と
え
ば
「
江
戸
幕
府

　
　
日
記
」
寛
永
十
一
年
三
月
二
十
九
日
の
条
に
「
御
黒
書
院
出
御
、
御
用

　
　
国
儀
被
尋
聞
之
」
と
あ
る
こ
と
や
、
「
老
中
職
務
定
則
」
に
「
御
用
」
・

　
　
「
訴
訟
」
を
「
承
届
可
致
言
上
也
」
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
寛
永
十
二

　
　
年
十
一
月
置
「
条
々
」
に
「
重
日
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
た
し

　
　
か
に
「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
あ
る
「
被
尋
聞
」
の
文
書
は
、
将
軍
が

　
　
「
御
用
」
を
尋
ね
聞
く
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ

　
　
「
御
用
」
が
上
申
・
下
達
の
両
方
向
へ
使
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の

　
　
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
氏
は
、
こ
こ
で
私
が
「
御
用
」
解
釈
の
根
拠
と
し
た
い
く
つ
か
の
事
例
を

あ
げ
ら
れ
、
「
被
尋
聞
」
に
つ
い
て
は
、
「
将
軍
が
『
御
用
』
を
尋
ね
聞
く
と

し
か
解
釈
で
き
な
い
」
と
私
の
見
解
を
～
応
支
持
さ
れ
、
以
下
、
「
被
尋
聞
」

の
語
に
注
目
し
て
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
、
「
江
戸
幕
府
日

記
」
の
寛
永
十
二
年
二
月
二
十
｝
二
条
の
「
昨
廿
日
錐
御
用
日
御
鷹
野
出
御

付
、
今
日
御
用
面
々
被
召
出
被
呼
買
得
尋
聞
云
々
」
と
い
う
記
事
を
あ
げ
ら

れ
、　

　
こ
の
よ
う
に
「
御
用
」
は
家
光
か
ら
「
仰
付
」
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ

　
　
と
は
対
照
的
に
家
光
が
「
旧
聞
」
い
て
お
り
、
「
御
用
」
は
将
軍
が

　
　
「
仰
付
」
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御

　
　
用
』
」
も
あ
る
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
「
仰
付
」
け
ら
れ
る
「
御
用
」
の
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
私
の
「
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
と
い
う
主
張
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を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
氏
は
、
さ
ら
に
「
尋
聞
」
と
い
う
語
句
の
使
用
事
例
を
あ
げ
ら
れ
、
そ
の

意
味
内
容
を
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
の

「
御
用
」
の
意
味
を
確
定
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
氏
が
「
尋
聞
」
に
か
か
わ
っ

て
あ
げ
ら
れ
た
史
料
は
、
三
組
六
点
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
江
芦
幕
府
日
記
」

の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
一
組
目
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

史
料
D

　
　
一
自
二
条
罷
下
御
番
善
導
残
登
営
、
御
白
書
院
廊
下
列
座
、
在
番
中
善

　
　
　
　
　
　
（
土
井
利
勝
）
　
（
酒
井
忠
勝
）
　
（
松
平
信
綱
）
　
（
阿
部
忠
秋
）
　
（
堀
田
正
盛
）

　
　
　
悪
口
儀
、
大
炊
　
　
・
讃
岐
　
　
・
伊
豆
　
　
・
豊
後
　
　
・
加
賀

　
　
　
被
尋
聞
之
云
々
、
（
傍
注
藤
井
）

史
料
E

　
　
　
　
　
　
（
教
隆
）
　
　
　
　
　
（
隆
庸
）

　
　
一
大
久
保
右
京
亮
・
皆
川
山
城
守
並
両
国
之
組
頭
、
御
座
之
間
へ
被
召

　
　
　
出
御
用
被
仰
付
御
暇
被
下
、
御
服
・
御
羽
織
等
拝
領
、
今
度
二
条
御

　
　
　
番
二
依
被
差
遣
滋
強
、
（
傍
注
藤
井
）

　
史
料
D
は
、
二
条
城
在
番
か
ら
帰
参
し
た
大
番
衆
が
在
番
中
の
勤
務
状
況

を
老
中
か
ら
「
尋
聞
」
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
「
在
番
と
い
う
行
為

が
、
将
軍
に
対
す
る
奉
公
（
役
）
、
す
な
わ
ち
『
御
用
隔
に
応
じ
る
も
の
と

し
て
あ
る
」
と
し
、
大
番
衆
は
「
家
光
の
凹
御
用
』
を
受
け
て
在
番
す
る
の

で
あ
り
、
そ
の
状
況
を
た
ま
た
ま
将
軍
の
『
取
次
臨
に
あ
た
る
老
中
が
『
尋

聞
』
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
史
料
E
よ
り
、

「
在
番
が
将
軍
の
騨
御
用
撫
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で

氏
の
「
御
用
」
の
枠
は
、
こ
れ
ま
で
の
将
軍
か
ら
の
個
別
的
な
命
令
の
意
と

さ
れ
た
も
の
か
ら
「
将
軍
に
対
す
る
奉
公
（
役
）
」
へ
と
大
き
く
拡
張
さ
れ

て
お
り
、
当
初
の
議
論
か
ら
ズ
レ
を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
氏
は
「
た
ま
た
ま

将
軍
の
『
取
次
』
に
あ
た
る
老
中
が
鯛
早
掻
酬
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と

さ
れ
る
が
、
在
番
か
ら
の
「
尋
聞
」
は
老
中
が
す
る
も
の
で
、
将
軍
が
す
る

も
の
で
な
い
。
ゆ
え
に
こ
の
行
為
は
「
た
ま
た
ま
」
と
表
現
す
る
に
は
不
適

切
で
あ
る
。
ま
た
史
料
E
の
「
御
用
」
の
内
容
を
在
番
と
さ
れ
る
が
、
在
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
こ
の
自
の
召
し
出
し
以
前
に
決
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
召
し
出
し

は
在
番
に
あ
た
っ
て
「
暇
」
を
与
え
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
こ
こ
で
の

「
御
用
」
は
在
番
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
在
番
に
あ
た
っ
て
の
家
光
か
ら
の

個
別
の
命
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
霊
）

　
　
一
肥
州
嶋
原
へ
為
上
使
井
上
筑
後
守
被
差
遣
之
、
御
前
へ
被
召
出
、
様

　
　
　
子
御
直
二
被
仰
含
、
御
差
料
薫
煙
腰
物
青
江
・
呉
服
・
御
道
服
・
黄

　
　
　
金
十
枚
・
人
馬
御
朱
印
被
下
也
、
申
劾
退
出
ノ
即
発
足
、
（
傍
注
藤

　
　
　
井
）

史
料
G

　
　
　
　
　
（
忠
知
）
　
　
　
　
（
政
次
）

　
　
一
酒
井
因
幡
守
・
駒
杵
長
次
郎
、
九
州
嶋
原
表
江
為
様
里
馬
差
遣
之
、

　
　
　
依
之
黄
金
・
呉
服
等
並
人
馬
御
朱
印
被
下
之
、
辰
上
刻
江
戸
発
足
之
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江戸幕府前期の「御用」について（藤井）

　
　
　
云
々
、
（
傍
注
藤
井
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
史
料
F
は
大
目
付
井
上
政
重
が
、
史
料
G
は
酒
井
忠
知
と
駒
杵
政
次
が
、

島
原
の
乱
に
際
し
て
派
遣
さ
れ
た
と
き
の
「
江
芦
幕
府
日
記
」
の
記
事
で
あ

る
。
氏
は
、
か
れ
ら
が
「
上
使
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
「
す
な
わ
ち

そ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
家
光
の
命
令
つ
ま
り
「
御
用
」
を
受
け
て

島
原
に
赴
い
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
上
使
を
家
光
が
命
じ
た
こ
と
ま
で
で
、
「
家

光
の
A
印
画
つ
ま
り
「
御
用
」
」
と
い
う
等
式
を
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
等
式
は
氏
が
予
め
持
っ
て
お
ら
れ
る
結
論
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
に
続

い
て
氏
は
、
史
料
F
・
G
に
対
応
し
た
上
使
帰
参
の
折
の
記
事
を
提
示
さ
れ

る
。史

料
H

　
　
一
九
州
有
馬
表
6
井
上
筑
後
守
帰
参
、
於
品
川
御
目
見
、
還
御
以
後
重

　
　
　
而
御
前
へ
被
召
出
彼
地
之
様
子
被
尋
聞
召
之
云
々
、

史
料
－

　
　
一
巳
下
刻
従
九
州
有
馬
、
酒
井
因
幡
守
・
駒
杵
長
次
郎
帰
参
、
夜
二
入

　
　
　
二
丸
江
被
為
召
、
女
官
之
様
子
被
尋
聞
召
之
云
々
、

　
そ
し
て
、
「
こ
の
二
つ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
家
光
の
『
御
用
』
を

受
け
た
彼
ら
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
島
原
の
状
況
を
報
告
す
る
義
務
が

あ
り
、
そ
れ
を
家
光
が
聞
く
こ
と
を
『
江
戸
幕
府
日
記
騙
で
は
『
尋
工
臨
と

い
う
語
句
で
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
先
の
在
番
に
つ
い
て
の
理

解
も
含
め
て
、

　
　
こ
の
「
虫
聞
」
と
い
う
行
為
は
、
も
ち
ろ
ん
諸
大
名
や
旗
本
か
ら
の

　
　
「
訴
訟
」
を
将
軍
が
「
尋
聞
」
く
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
「
御
用

　
　
之
字
幕
尋
聞
之
」
場
合
の
「
尋
聞
」
も
、
そ
れ
を
す
る
の
が
将
軍
で
あ

　
　
ろ
う
が
老
中
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
将
軍
の
命
令
（
判
御
用
」
）
を
受
け
た

　
　
者
が
そ
の
命
令
に
対
し
て
の
回
答
（
報
告
）
を
「
尋
聞
」
く
と
い
う
行

　
　
為
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
聞
く
が
わ
に

　
　
た
つ
『
御
用
ヒ
の
「
御
用
」
と
は
、
発
端
に
諸
大
名
・
旗
本
に
よ
る

　
　
何
ら
か
の
自
発
的
な
上
申
行
為
（
こ
れ
が
ま
さ
に
「
訴
訟
」
）
が
あ
り
、

　
　
そ
れ
を
将
軍
が
聞
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
将
軍
か
ら
の
命
令
行
為
が
あ

　
　
り
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
樗
軍
が
「
尋
聞
」
く
も
の
、
と
い
う
理
解
が

　
　
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、
「
職
務

　
　
定
則
」
な
ど
に
あ
え
て
「
御
用
・
訴
訟
」
と
並
記
さ
れ
る
意
味
が
な
く

　
　
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
結
論
を
導
き
だ
さ
れ
る
。

　
「
尋
聞
」
を
め
ぐ
る
氏
の
議
論
の
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
よ
う
。
一

つ
は
、
右
記
の
結
論
で
「
『
御
用
之
儀
被
新
聞
之
』
の
場
合
の
『
貰
聞
』
も
」

と
書
か
れ
る
が
、
こ
の
「
御
用
」
が
な
に
か
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
論
証
さ

れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
も
」
と
さ
れ
る
の
は
如
何
な
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も
の
か
。
二
つ
目
は
、
氏
が
「
御
用
」
と
「
旧
聞
」
と
の
関
係
を
探
ら
れ
る

場
合
、
提
示
さ
れ
た
史
料
に
「
御
用
」
と
「
旧
聞
」
を
同
時
に
記
し
た
も
の

が
な
い
た
め
、
「
将
軍
の
命
令
」
と
「
尋
聞
」
が
相
互
に
関
係
す
る
こ
と
を

ま
ず
示
さ
れ
、
そ
こ
に
「
将
軍
の
命
令
」
は
「
御
用
」
で
あ
る
と
の
「
命

題
」
（
こ
れ
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
）
を
援
用
し
、
「
尋
聞
」
と
「
御
用
」
の

関
係
を
確
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
「
御
用
」
が
「
将
軍
の
命
令
」

の
意
か
そ
れ
以
外
の
意
を
含
む
か
を
論
議
し
て
い
る
と
き
に
、
意
味
内
容
を

確
定
す
べ
き
対
象
を
そ
の
論
証
に
援
用
す
る
こ
と
は
適
切
と
は
い
い
が
た
い
。

　
三
つ
目
は
、
氏
の
「
尋
聞
」
の
論
証
で
は
、
将
軍
が
命
じ
そ
れ
へ
の
回
答

を
「
尋
聞
」
く
と
い
う
行
為
の
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
だ
け
で
、

結
論
の
後
段
の
「
発
端
に
諸
大
名
・
旗
本
に
よ
る
何
ら
か
の
自
発
的
行
為

（
こ
れ
が
ま
さ
に
「
訴
訟
」
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
将
軍
が
聞
く
の
で
は
な
く
」

と
さ
れ
る
点
の
積
極
的
な
論
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
訴
訟
」
と
同
じ
方

向
性
を
も
つ
「
訴
訟
」
以
外
の
意
味
が
あ
る
か
否
か
の
検
討
は
、
氏
の
「
御

用
」
理
解
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
ろ
う
。

①
史
料
D
は
「
江
戸
幕
府
B
記
」
寛
永
十
三
年
三
月
二
十
八
日
の
記
事
で
あ
る
の

　
に
対
し
、
「
江
戸
幕
府
日
記
」
同
年
ご
　
月
二
十
五
日
条
に
「
石
丸
六
兵
衛
二
番
子

　
（
中
略
）
以
上
拾
四
人
、
大
久
保
右
京
亮
組
、
（
中
略
）
右
廿
五
人
皆
川
由
城
守

　
組
、
今
度
二
条
御
番
二
付
而
子
共
被
召
出
之
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
久
保
・

　
砦
川
の
二
条
在
番
派
遣
は
二
十
八
日
以
前
に
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

②
小
池
氏
の
論
文
で
は
重
正
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

五
　
「
御
用
」
の
異
体
像

　
以
上
、
氏
の
論
証
を
検
討
し
、
「
将
軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
と

は
「
将
軍
の
命
令
へ
の
回
答
」
で
あ
る
と
い
う
氏
の
主
張
は
、
十
分
に
は
論

証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
成
立
し
な
い
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
『
職
務
定
則
』

な
ど
に
あ
え
て
『
御
用
・
訴
訟
臨
と
並
記
さ
れ
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
氏
の
疑
問
に
は
、
私
自
身
は
、
一
部
ふ
れ
た
も
の
の

積
極
的
に
は
答
え
て
き
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的

な
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
寛
永
十
一
年
の
「
職
務
定
則
」
に
は
、
第
二
条
に

「
国
持
衆
目
大
名
壱
万
石
以
上
御
用
井
訴
訟
之
事
」
と
あ
り
、
箇
条
の
末
に

は
「
右
条
々
御
用
之
義
井
御
訴
訟
逸
事
、
承
届
可
致
言
上
也
」
と
あ
る
。
こ

の
文
書
に
従
え
ば
、
「
御
用
」
「
訴
訟
」
と
も
に
「
承
届
」
け
「
取
上
」
す
べ

き
も
の
と
な
る
。
こ
の
「
職
務
定
則
」
に
お
け
る
「
御
用
」
が
「
訴
訟
」
と

お
な
じ
ベ
ク
ト
ル
す
な
わ
ち
大
名
か
ら
老
中
・
将
軍
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ

る
と
す
る
私
の
理
解
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
並
記
さ
れ
る
意
味
」
を

明
示
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
訴
訟
」
で
は
な
い
、

大
名
か
ら
将
軍
へ
の
「
御
用
」
の
具
体
像
を
示
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
先
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
大
名
側
か
ら
の
「
届
け
」
や
「
伺
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い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
名
か
ら
幕
府
へ
の
「
届
け
」
や
「
伺

い
」
に
は
小
池
氏
が
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
将
軍
の
命
令
へ
の
回
答
」
も
含

ま
れ
る
が
、
そ
の
事
例
は
小
池
氏
へ
の
反
論
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
の

で
、
以
下
の
論
証
で
は
「
将
軍
の
命
令
」
を
前
提
と
し
な
い
事
例
を
取
上
げ

る
。
以
下
、
毛
利
氏
の
江
戸
公
儀
人
福
間
彦
右
衛
門
の
記
録
で
あ
る
「
公
儀

　
　
①

所
日
乗
」
を
中
心
に
、
月
番
制
と
の
関
連
に
注
意
し
つ
つ
分
析
す
る
。

史
料
J

　
　
　
　
　
（
忠
秋
）
　
、
、
、
　
、
、
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、

　
　
一
阿
部
豊
後
殿
今
月
御
用
単
二
付
、
銭
鋳
候
様
子
共
伺
可
申
た
め
早
朝

　
　
　
致
参
上
、
御
直
二
懸
御
囲
様
子
一
々
申
伺
候
、

　
こ
の
記
事
は
「
公
儀
所
日
乗
」
寛
永
十
三
年
十
～
月
二
十
七
日
の
も
の
で
、

こ
の
年
に
始
ま
っ
た
寛
永
通
宝
の
鋳
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

毛
利
氏
の
公
儀
人
福
間
彦
右
衛
門
が
月
番
老
中
阿
部
忠
秋
の
も
と
に
「
銭
鋳

候
様
子
共
」
を
「
伺
う
」
た
め
に
参
上
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
毛
利

氏
か
ら
老
中
へ
の
用
件
の
一
つ
に
「
伺
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が

分
る
。
さ
ら
に
「
阿
部
豊
後
殿
今
月
御
用
番
二
曹
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す

れ
ば
、
こ
の
「
銭
鋳
候
様
子
共
」
の
「
伺
」
い
は
ま
さ
に
「
御
用
」
と
み
な

し
え
る
。

　
二
つ
目
は
、
武
具
の
九
州
へ
の
搬
送
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
公
儀
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

日
乗
」
寛
永
十
五
年
一
月
十
九
日
条
に
「
御
公
儀
江
被
仰
上
御
用
之
儀
御
座

　
　
　
（
井
原
）
　
　
　
　
（
土
弁
利
勝
）
（
酒
井
忠
勝
）
　
　
　
　
（
堀
田
正
盛
）
、
・
・

候
蒲
、
装
弾
箕
島
同
道
大
炊
殿
・
讃
岐
殿
・
豊
後
殿
・
加
賀
殿
江
参
候
」
と

あ
る
よ
う
に
、
公
儀
入
福
間
は
、
「
御
公
儀
江
被
仰
上
御
用
之
儀
」
の
た
め

に
井
原
弾
正
と
同
道
し
、
土
井
利
勝
以
下
老
中
の
屋
敷
に
出
か
け
た
。
こ
の

二
日
後
の
二
十
一
日
、
福
間
は
ふ
た
た
び
井
原
と
同
道
し
て
土
井
利
勝
の
屋

敷
を
訪
れ
、
主
人
毛
利
秀
就
の
「
口
上
之
趣
」
を
伝
え
て
指
示
を
仰
い
だ
。

そ
の
内
容
は
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
昨
日
者
以
愛
冠
上
勝
処
二
被
聞
召
届
、
様
子
被
仰
聞
恭
存
候
、
然
者

　
　
去
冬
大
坂
御
奉
行
衆
6
私
国
元
留
守
居
方
江
御
奉
書
被
遣
候
、
国
中
合

　
　
下
目
江
道
具
糞
下
候
儀
堅
法
度
二
可
申
付
導
通
御
下
知
候
、
任
其
旨
国

　
　
中
6
下
目
江
武
具
持
下
候
儀
手
堅
磐
究
申
候
、
左
取
得
者
九
州
表
江
去

　
　
冬
以
来
御
下
之
衆
日
和
悪
業
御
座
候
得
者
、
長
門
領
分
陸
を
茂
御
通
候

　
　
付
而
道
具
下
目
江
御
持
せ
候
而
御
里
候
、
然
共
是
ハ
御
用
之
儀
二
付
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
穿
墾
）

　
　
何
茂
御
通
候
儀
二
御
座
候
、
其
選
作
不
及
差
通
申
候
、
此
段
自
然
わ
き

　
　
く
6
被
聞
召
届
、
長
門
素
志
中
6
字
目
江
武
具
通
り
申
候
な
と
・
御

　
　
沙
汰
御
座
候
へ
者
、
至
其
節
申
分
茂
迷
惑
二
奉
存
じ
候
付
而
、
ロ
ハ
今
申

　
　
上
候
条
、
置
戸
召
届
被
話
せ
、
後
日
二
御
沙
汰
之
富
者
可
然
候
様
に
頼

　
　
存
候
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
島
原
の
乱
に
際
し
て
「
大
坂
東
奉
行

衆
」
よ
り
「
下
目
」
（
毛
利
氏
の
領
国
か
ら
す
れ
ば
九
州
）
へ
の
武
具
搬
送

を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
日
和
と
「
御
用
之
儀
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
通

過
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
後
々
に
な
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
老
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中
ら
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
頭
の
「
｝
昨
日
者
以
使
申
上
候
処
二

心
聞
召
届
」
の
部
分
は
十
九
日
の
記
事
の
「
御
公
儀
江
廊
廟
上
御
用
御
座
候

二
粟
井
弾
正
致
同
道
大
炊
殿
（
中
略
）
吐
蕃
候
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
御
用
」
は
こ
の
一
件
の
「
届
け
」
に
関
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

　
三
つ
目
の
事
例
は
、
毛
利
町
の
領
国
に
唐
船
が
漂
着
し
た
件
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
「
公
儀
所
日
乗
」
寛
永
十
五
年
八
月
二
十
一
日
条
に
は
、

　
　
｝
土
井
大
炊
殿
江
為
御
冒
見
致
参
上
候
、
左
候
而
御
国
江
唐
船
参
候
段

　
　
　
得
御
内
意
候
、
私
申
上
様
二
者
、
長
門
国
半
鐘
与
申
所
帯
唐
船
一
艘

　
　
　
皇
民
被
放
之
由
候
而
参
着
候
、
（
中
略
）
長
崎
代
官
衆
右
之
趣
遂
御

　
　
　
注
進
候
、
何
之
道
二
茂
御
代
官
衆
御
下
知
次
第
二
可
申
付
之
通
申
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毛
利
秀
就
）

　
　
　
候
、
定
而
長
崎
御
代
官
衆
よ
り
可
被
成
御
注
進
痛
事
、
長
門
乎
前
台

　
　
　
　
（
江
戸
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、

　
　
　
ハ
髪
元
二
而
言
上
二
罵
及
問
敷
儀
二
御
座
灯
心
、
但
又
唐
船
参
着
之

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
通
御
老
中
様
迄
長
門
茶
舗
申
上
記
二
而
可
有
御
座
候
哉
、
左
候
ハ
・

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
御
当
番
阿
部
豊
後
様
廿
里
申
上
候
、
何
之
道
二
茂
御
門
下
露
第
二
仕

　
　
　
度
奉
存
候
逓
申
上
候
ヘ
ハ
、
申
上
所
尤
被
思
召
候
、
（
中
略
）
則
讃

　
　
　
岐
守
殿
・
伊
豆
守
殿
・
豊
後
守
殿
下
導
電
参
上
、
右
京
通
申
上
相
済

　
　
　
候
、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
内
に
漂
着
し
た
唐
船
の
件
を
雷
上
す
べ
き
か
ど
う

か
、
も
し
す
べ
き
で
あ
れ
ば
「
御
当
番
阿
部
豊
後
様
」
ま
で
申
上
げ
た
い
の

だ
が
．
と
い
う
毛
利
氏
側
か
ら
の
内
談
に
対
し
、
土
井
利
勝
は
老
中
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
は
な
く
毛
利
氏
の
「
取
次
」
の
立
場
か
ら
上
申
を
す
す
め
て
い
る
。
こ
の

事
例
も
、
唐
船
漂
着
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
大
名
の

側
か
ら
老
中
へ
「
届
け
」
ら
れ
将
軍
へ
書
上
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
訴

訟
」
で
も
「
将
軍
の
命
令
へ
の
回
答
」
で
も
な
い
。

　
四
つ
目
は
、
江
戸
藩
邸
前
で
の
事
件
の
処
理
に
関
す
る
も
の
で
、
「
公
儀

所
日
乗
」
寛
永
十
七
年
｝
月
二
十
一
日
条
に
は
、

　
　
　
御
屋
敷
之
前
辻
番
所
二
丁
酒
酔
死
入
御
座
候
、
行
衛
不
知
者
に
て
御

　
　
　
座
候
、
早
速
右
図
通
天
野
藤
右
衛
門
御
使
二
而
御
町
奉
行
衆
江
御
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
御
帳
口
付
也
、
御
当
番
阿
部
豊
後
殿
江
私
田
写
照
右
之
首
尾
申
上
候

　
　
　
得
者
、
一
両
日
さ
ら
し
候
而
主
迄
江
可
相
渡
候
、
無
左
候
ハ
・
す
て

　
　
　
候
へ
之
通
被
圧
渡
候
、

と
あ
る
。
毛
利
氏
の
江
戸
屋
敷
の
前
で
「
酒
酔
死
入
」
が
あ
り
、
町
奉
行
に

届
け
る
と
と
も
に
、
公
儀
人
福
間
は
「
御
当
番
」
の
阿
部
忠
秋
に
こ
の
こ
と

を
「
申
上
」
げ
、
阿
部
忠
秋
か
ら
は
～
両
日
死
入
を
さ
ら
し
主
が
現
れ
れ
ば

渡
し
、
で
な
け
れ
ば
捨
て
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
件
は
老

中
か
ら
将
軍
に
言
上
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大
名
側
か

ら
月
番
老
中
へ
の
「
届
け
」
「
伺
い
」
の
あ
っ
た
事
実
だ
け
は
確
認
で
き
る
。

　
最
後
に
藩
主
の
帰
国
の
御
礼
に
つ
い
て
の
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
「
公

儀
所
日
乗
」
寛
永
十
七
年
八
月
八
日
条
に
、
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
今
月
御
当
番
二
付
阿
部
対
馬
（
重
次
）
殿
江
宍
戸
八
郎
左
衛
門
同
道

　
　
　
仕
参
候
而
、
今
度
長
門
守
御
暇
被
下
仕
合
能
帰
国
致
し
恭
三
囲
二
付

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
而
為
熟
礼
御
老
中
様
迄
使
者
差
上
ケ
申
型
通
申
上
、
御
進
上
之
御
目

　
　
　
録
懸
御
目
候
、

と
あ
る
。
寛
永
十
七
年
の
毛
利
秀
就
の
帰
国
を
月
番
老
中
阿
部
重
次
に
届
け

た
と
き
の
記
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
公
儀
所
B
乗
」
同
年
八
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

条
に
「
殿
様
御
帰
国
之
刻
、
御
使
者
に
て
御
老
中
構
想
御
礼
被
洋
上
候
処
ニ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

達
上
聞
被
成
否
奉
書
井
二
使
者
へ
御
帷
子
御
盆
物
御
羽
織
被
為
拝
領
候
」
と

み
え
る
よ
う
に
、
将
軍
家
光
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
～
件
は
、
毛
利
氏
か
ら
月
番
老
中
、
月
番
老
中
か
ら
将
軍
へ
と

上
に
向
か
っ
て
の
ベ
ク
ト
ル
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
御
用
」
に
は
、
将
軍
の
「
御
用
」
の
意
が
あ
る
と
と
も
に
、
大

名
の
側
か
ら
の
「
公
儀
」
へ
の
「
伺
い
」
や
「
届
け
」
の
意
も
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
が
、
「
御
用
」
に
は
さ
ら
に
「
訴
訟
」
の
意
が
含
ま
れ
る
用

法
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
三
節
で
触
れ
た
山
内
の
事
例
は
、

山
内
氏
が
深
尾
因
幡
の
扶
持
米
を
幕
府
に
願
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
山
内

氏
の
行
為
は
「
訴
訟
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
老
中
酒
井
忠

勝
の
内
衆
は
そ
れ
を
「
御
用
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
名
に
と

っ
て
は
「
訴
訟
」
で
あ
る
も
の
が
、
受
け
取
っ
た
老
中
に
と
っ
て
は
処
理
す

べ
き
「
御
用
」
な
い
し
大
名
か
ら
頼
ま
れ
た
「
御
用
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
理
解
に
立
て
ば
、
寛
永
十
一
年
の
「
職
務
定
則
」
の
実
施
と
十

五
日
当
番
制
を
報
じ
た
細
川
忠
利
の
書
状
に
「
御
用
・
訴
訟
慰
事
を
わ
け
ら

れ
」
と
は
な
く
「
御
用
之
事
を
わ
け
ら
れ
」
と
の
み
記
さ
れ
た
意
味
も
了
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
寛
永
十
年
一
月
二
十
九
日
、
細
川
忠
利
が
豊
後
日
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
木
下
延
竿
に
送
っ
た
書
状
の
｝
節
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
江
芦
に
て
御
用
被
仰
候
儀
、
先
度
以
三
斎
（
細
淵
忠
興
）
被
仰
聞
覚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
丹
後
殿
（
稲
葉
正
勝
）
ハ
不
可
然
候
、
播
州
（
伊
丹
康
勝
）
弥
漫
頼
可

　
　
然
候
、
撮
又
当
出
頭
松
平
伊
豆
（
信
綱
）
事
、
貴
様
ハ
右
衛
門
（
松
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
正
綱
）
殿
と
御
間
能
審
問
、
伊
豆
を
御
頼
嘗
て
可
然
と
男
声
つ
る
、

に
あ
る
「
御
用
」
や
田
中
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
「
被
申
上
御
用
」
も
と
も
に

「
訴
訟
」
の
意
を
も
含
ん
だ
も
の
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
・
「
江
戸
幕
曹
記
」
の
「
御
習
」
に
関
す
る
記
鞠
に
お
い
て
・
築

九
年
、
十
年
に
つ
い
て
は
「
今
日
御
用
日
二
付
諸
役
人
訴
訟
如
例
」
な
ど

「
訴
訟
」
の
語
の
み
が
み
え
「
御
用
」
の
語
は
み
ら
れ
ず
、
寛
永
十
一
年
三

月
以
降
は
「
御
用
被
尋
聞
」
と
の
み
記
さ
れ
「
訴
訟
」
の
語
は
み
ら
れ
な
い
。

御
用
日
に
扱
わ
れ
る
事
柄
が
本
質
的
に
変
化
し
な
い
と
す
れ
ば
、
寛
永
十
一

年
三
月
以
降
の
「
御
用
日
」
に
関
す
る
「
御
用
」
に
は
実
質
的
に
は
「
訴

訟
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
し
え
る
の
で
あ
る
。

　
①
山
口
県
文
書
館
『
毛
利
家
文
庫
』
。
こ
こ
で
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
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を
使
用
。

②
毛
利
氏
の
公
儀
人
に
つ
い
て
は
、
山
本
博
文
氏
の
『
江
戸
お
留
守
居
役
の
B

　
記
隔
（
読
売
新
聞
社
、
～
九
九
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
「
公
儀
御
書
案
文
」
（
「
細
川
家
文
書
」
）
。

④
「
御
用
日
」
に
関
す
る
「
江
芦
幕
府
日
記
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
拙
著
藁
二

　
頁
に
掲
げ
た
一
覧
を
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
小
池
氏
の
「
御
用
」
に
つ
い
て
の
分
析
を
検
討
し
、
そ
の
論
証
が
不
備
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
「
訴
訟
」
と
同
じ
方
向
性
を
も
つ
「
御
用
」
が
「
訴
訟
」

以
外
に
も
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
御
用
」
に
は
用
法
に
よ
っ
て
「
訴
訟
」
を

も
含
む
用
法
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
に
立
て
ば
、
「
将

軍
が
聞
く
が
わ
に
立
つ
『
御
用
』
」
の
「
御
用
」
は
「
将
軍
の
命
令
へ
の
圓

答
」
で
あ
る
と
す
る
小
池
氏
の
理
解
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
ま
た
、
寛
永
十

一
年
の
「
職
務
定
則
」
に
お
け
る
「
御
用
」
は
大
名
か
ら
老
中
・
将
軍
へ
と

向
か
う
「
届
け
」
や
「
伺
い
」
な
ど
で
あ
り
、
高
木
昭
作
氏
や
山
本
博
文
氏

の
「
職
務
定
則
」
に
お
け
る
「
御
用
」
の
理
解
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
以
上
が
小
稿
の
結
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
教
授
　
宇
治
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